
○平成30年７月豪雨により被災した平成31年度東京藝術大学入学志願者

の検定料免除について

平成30年７月24日 

学 長 裁 定 

（目的） 

第１条 この裁定は、平成30年７月豪雨（以下「豪雨」という｡)により被災した者

で、本学に入学を志願する者への入学試験に係る経済的負担を軽減することによ

り進学機会の確保を図るため、検定料の免除（以下「免除」という｡)の取扱いに

ついて定めるものとする。 

（免除の対象） 

第２条 免除の対象となる者は、平成31年４月に本学に入学を志願する者（以下

「志願者」という｡)のうち、次のいずれかに該当する者とする。ただし、研究生

及び科目等履修生並びに委託生は除く。 

（１）志願者の学資を主として負担する者（以下「学資負担者」という｡)が、豪雨

により死亡し、又は行方不明となった場合

（２）学資負担者の自宅家屋（学資負担者が所有するものに限る｡)が、豪雨により

全壊、大規模半壊、半壊の被害を受けた場合

（免除の申請） 

第３条 前条の規定により免除を受けようとする者（第６条に規定する検定料をす

でに納付した者を含む｡)は、入学検定料免除申請書（別紙様式第１号）に次の各

号に掲げる書類を添付し、各入学試験の出願期間開始日から１週間前の日まで

に、学長に提出しなければならない。 

（１）学資負担者の死亡等を証明する書類（前条第１号により免除を申請する者に

限る｡)

（２）市区町村長又は消防署長発行の罹災証明書（前条第２号により免除を申請す

る者に限る｡)

（３）その他本学が必要と認める書類

（免除の許可）

第４条 免除は、前条の規定により申請があった者について、その被害内容によ

り、学長が許可する。 

（免除の額） 

第５条 免除の額は、その全額とする。 

（還付） 

第６条 検定料をすでに納付した者が、検定料の還付を希望する場合は、第３条に

規定する入学検定料免除申請書に加えて、納付済入学検定料返還請求書（別紙様

式第２号）を本学に提出するものとする。学長は、免除を認める場合は当該検定

料相当額を還付するものとする。 

（免除が認められなかった者の納付等）  

第７条 免除が認められなかった志願者は、学長が指定する日までに検定料を納付

するものとする。ただし、すでに納付しているときはこの限りでない。  

２ 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合においては、当該検定料に係



る入学の出願は、これを受理しないものとする。 

（許可の取消し）  

第８条 免除の許可を受けた志願者について、免除を受けるための申請書類に虚偽

の記載があることが判明した場合は、学長は免除の可否を決定した日に遡って当

該免除を取り消す。  

２ 免除の許可を取り消された志願者は、学長が指定する日までに検定料を納付し

なければならない。 

３ 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合においては、当該検定料に係

る入学の出願は、当該出願を受理した日に遡ってこれを受理しなかったものとみ

なす。 

（雑則） 

第９条 この裁定に定めるもののほか、免除の取扱いに関し必要な事項は別に定め

る。 

 

   附 則 

この裁定は、平成30年７月24日から施行する。 

 



別紙様式第１号（第３条関係） 

 

入学検定料免除申請書 

 

                              （元号）  年  月  日 

 

東京藝術大学長  殿 

 

                申請者（入学志願者） 

                     氏 名                  印  

                     住 所 〒                   

                                             

                     連絡先 TEL                                

                     （携帯）                               

私（又は私の学資負担者）は、下記のとおり被災しましたので、必要書類を添付のうえ、入学検

定料の免除を申請いたします。 

 

記 

 

入 学 の 時 期  平成  年  月 

入 試 の 種 類 
□ 学部 □ 別科 □ 大学院（修士課程） 

□ 大学院（博士後期課程） □音楽学部附属音楽高等学校 

志 願 学 部 等 

（学部・学科・専攻等） 
 

被 災 状 況 

（該当箇所にチェック） 

□ 学資負担者の死亡又は行方不明 

□ 全壊 □ 大規模半壊 □ 半壊  

 

証明書等添付書類 

 

□ 学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類（コピー可） 

□ 罹災証明書（コピー可） 

□ その他（                      ）       

※申請における個人情報は、申請に関する処理のみに利用いたします。 

 

検定料をすでに納付した者が検定料の還付を希望する場合は、納付済入学検定料返還請求書（別紙

様式第２号）をご提出ください。 

 

 

 

 

 



別紙様式第２号（第６条関係） 

 

納付済入学検定料返還請求書 

 

                              （元号）  年  月  日 

 

東京藝術大学長  殿 

 

                申請者（入学志願者） 

                     氏 名                  印  

                     住 所 〒                   

                                             

                     連絡先 TEL                                

                     （携帯）                                

 

 

入 学 の 時 期  （元号）  年  月 

入 試 の 種 類 
□ 学部 □ 別科 □ 大学院（修士課程） 

□ 大学院（博士後期課程） □音楽学部附属音楽高等学校 

受 験 番 号  

志 願 学 部 等 

（学部・学科・専攻等） 
 

被 災 状 況 

（該当箇所にチェック） 

□ 学資負担者の死亡又は行方不明 

□ 全壊 □ 大規模半壊 □ 半壊 

 

証明書等添付書類 

 

□ 学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類（コピー可） 

□ 罹災証明書（コピー可）  

□ その他（                      ） 

振込先金融機関名           銀行            支店 

振込金額（検定料）                          円 

預 金 種 別 普通 口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義                    （続柄：     ） 

※口座名義は申請者又は学資負担者（保護者）に限ります。申請者と口座名義が異なる場合は続柄

を必ず記入してください。 

申請における個人情報は、申請に関する処理のみに利用いたします。 


